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匝瑳市介護老人保健施設そうさぬくもりの郷運営内規 

 

第１章　施設の目的及び運営方針 

（趣旨） 

第１条　この運営内規は、匝瑳市の開設する介護老人保健施設そうさぬくもりの郷（以

下「施設」という。）が介護保険法に基づく介護保健施設サービス、指定通所リハビリ

テーション、指定短期入所療養介護、指定介護予防通所リハビリテーション及び指定

介護予防短期入所療養介護を提供するに当たり、「指定居宅サービス等の事業の人員、

施設及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年千葉県条例第６８号）」の規定

並びに「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条

例(平成２４年千葉県条例第７２号）」の規定並びに「指定介護予防サービス等の事業

の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成２４年千葉県条例第６９号)」の規定

によるもののほか、施設の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（施設の目的） 

第２条　当施設は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要支援及び

要介護状態となり、介護、機能訓練並びに看護及び医療を要する者等について、これ

らの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、介護保健

施設サービス、指定通所リハビリテーション、指定短期入所療養介護、指定介護予防

通所リハビリテーション、指定介護予防短期入所療養介護(以下「各サービス」とい

う。)を提供することを目的とする。 

（運営の方針） 

第３条　各サービスの運営方針は、次のとおりとする。 

（１）介護保健施設サービス 

　　ア　施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓

練その他必要な医療並びに日常生活の世話を行うことにより、入所者がその有す

る能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、その者

の居宅における生活への復帰を目指すものとする。 

　　イ　入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って親切丁寧なサービ

スの提供に努めるものとする。 

　　ウ　明るく家庭的な雰囲気を重視し、入所者が「にこやか」で「個性豊か」にすご

すことができるようサービスに努めるものとする。 

　　エ　地域や家庭との結びつきを重視し、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、

及び他の介護保健施設、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密

接な連携に努めるものとする。 

（２）指定通所リハビリテーション 

　　　利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、そ

の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療
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法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身機能の維持回復を図るも

のとする。 

（３）指定短期入所療養介護 

　　　利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、そ

の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理

の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う

ことにより療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減

を図るものとする。 

（４）指定介護予防通所リハビリテーション 

　　　利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよ

う、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身機

能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。 

（５）指定介護予防短期入所療養介護 

　　　利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよ

う、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常

生活上の支援を行うことにより利用者の介護予防及び療養生活の質の向上及び心

身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものと

する。 

 

第２章　従業者の職種、人数及び職務の内容 

（職員の職種、人数及び職務の内容） 

第４条　各サービスの職員の配置基準及び職務の内容は次のとおりとする。（実際の配

置人数は下記の表の人数以上とする。） 

（１）介護保健施設サービス・指定短期入所療養介護・指定介護予防短期入所療養介護 

 職  種 配置基準 職　   務 備考(兼務等の状況)

 施設長 1 施設、職員及び業務の管理  

 医師 （1） 利用者の健康管理 施設長兼務

 薬剤師 １ 薬の調剤

 看護職員 １０ 利用者の看護  

 介護職員 ２４ 利用者の介護

 支援相談員 1 利用者家族の相談援助

 理学療法士 　　　

 作業療法士 いずれか 1 機能回復訓練の実施 入所及び通所兼務

 言語聴覚士

 管理栄養士 1 利用者の栄養管理 入所及び通所兼務

 介護支援専門員 1 ケアプランの策定

 事務職員 1 事務全般

   合　計 41
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（２）指定通所リハビリテーション・指定介護予防通所リハビリテーション 

 

第３章　利用定員 

（定員） 

第５条　各サービスの定員は、次のとおりとする。 

（１）介護保健施設サービス　１００人 

    　（指定短期入所療養介護及び指定介護予防短期入所療養介護含む） 

（２）指定通所リハビリテーション　３０人 

　　　（指定介護予防通所リハビリテーション含む） 

 

第４章　サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

（内容及び手続きの説明及び同意） 

第６条　施設は、サービスの提供の開始に際して、利用申込者又はその家族に対して、

運営規程の概要、従事者の勤務体制、その他サービスの選択に資する重要事項を記し

た文書を交付して十分な説明を行い、同意を得るものとする。 

（サービスの内容） 

第７条　各サービスの内容は、次のとおりとする。 

（１）介護保健施設サービス 

　　ア  医療・看護・介護の各サービス 

　　イ  入浴 

　　ウ  機能訓練 

　　エ  食事 

　　オ  相談援助（入所者及び家族への助言援助） 

　　カ  レクリエーション、家族との交流 

（２）指定短期入所療養介護 

　　　前号に定めるサービス及び送迎サービス 

（３）指定通所リハビリテーション 

　　ア  医療・看護・介護の各サービス 

　　イ  入浴 

　　ウ  機能訓練 

　　エ  食事 

　　オ  相談援助（利用者及び家族への助言援助） 

 職  種 配置基準 職　   務 備考(兼務等の状況)

 医師 (1) 利用者の健康管理 入所及び通所兼務

 看護・介護職員 3 利用者の介護

 理学・作業療法士 1 機能回復訓練の実施 入所及び通所兼務

 管理栄養士 (1) 利用者の栄養管理 入所及び通所兼務

   合　計 4
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　　カ  送迎サービス 

（４）指定介護予防短期入所療養介護 

ア  医療・看護・介護の各サービス 

　　イ  入浴 

　　ウ  機能訓練 

　　エ  食事 

　　オ  相談援助（入所者及び家族への助言援助） 

　　カ  レクリエーション、家族との交流 

（５）指定介護予防通所リハビリテーション 

　　ア  医療・看護・介護の各サービス 

　　イ  入浴 

　　ウ  機能訓練 

　　エ  食事 

　　オ  相談援助（利用者及び家族への助言援助） 

　　カ  送迎サービス 

（利用料その他費用） 

第８条　各サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準による

ものとし、当該サービスが法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証

の利用者負担割合によるものとする。 

２　法定代理受領に該当しないサービスを提供した場合に入所者から支払を受ける利

用料の額と、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額との間に、不合理な

差額が生じないようにする。 

３　前２項のほか、利用者が負担することが適当と認められる費用は別表第１のとおり

とする。 

４　サービスの提供に当たっては、利用者又はその家族に対してサービスの内容・費用

について事前に文書で説明した上で、支払いの同意を得る旨の文書に署名（記名押印）

を受けるものとする。 

（食事の提供） 

第９条　食事の時間は、おおむね以下のとおりとする。 

（１）朝　食     午前８時から 

（２）昼　食     午後０時から 

（３）夕　食     午後６時から 

 

第５章　営業日及び営業時間 

（指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの営業日及

び営業時間） 

第１０条　指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの

営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 
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（１）営業日　月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日に定める法律に定め

る休日及び、１月２日、１月３日、１２月２９日から３１日は除く。 

（２）営業時間　午前９時から午後４時３０までとする（送迎時間除く）。ただし、利用

者が希望し、施設長が必要と認めた場合は、この限りでない。 

 

第６章　送迎及び事業の実施地域 

（通常の送迎の実施地域等） 

第１１条　指定短期入所療養介護及び指定介護予防短期入所療養介護における通常の

送迎の実施地域は、匝瑳市及び施設から１０km 以内の区域とする。 

２　指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションにおける

通常の事業の実施地域は、匝瑳市及び施設から１０km 以内の区域とする。 

 

第７章　サービス利用に当たっての留意事項 

（日課の励行） 

第１２条　利用者は、施設の日課を励行し、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦に努め

るものとする。 

（外出・外泊） 

第１３条　利用者は、外出・外泊を希望する場合は、所定の手続きにより施設に届け出

るものとする。 

（衛生保持） 

第１４条　利用者は、施設の清潔、整頓、その他環境衛生の保持のために施設に協力す

るものとする。 

（禁止行為） 

第１５条　利用者は、施設で次の行為をしてはならない。 

（１）営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動を行うこと。 

（２）宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、又は自己の利益のために他人の自由を侵

すこと。 

（３）けんか、口論、泥酔などで他の利用者等に迷惑をかけること。 

（４）施設の秩序、風紀を乱し、安全衛生を害すること。 

（５）指定した場所以外で火気を用いること。 

（６）故意に施設若しくは物品に損害を与え、又はこれを持ち出すこと。 

 

第８章　その他運営に関する重要事項 

（非常災害対策） 

第１６条　施設は、非常災害に関する具体的計画を立て、定期的に避難、救出その他必

要な訓練を行うものとする。 

２　通報、消火、避難の各訓練については、年２回以上実施し、内１回以上は夜間又は

夜間を想定した訓練を行うものとする。 
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　（身体の拘束等）　 

第１７条　当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を廃止する。ただし、当該利用

者又は、他の利用者等の生命または身体を保護するため等緊急やむを得なく身体拘束

を行う場合、当施設の医師が、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊

急やむを得なかった理由を診療録に記載する。 

２　当施設は、身体的拘束等の適正化を図る為、以下に挙げる事項を実施する。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催する

とともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図るものとす

る。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。 

（３）介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施する。 

（虐待防止に関する事項） 

第１8 条　当施設は、入所者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため以

下に上げる事項を実施する。 

（１）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果　　 
について従業者に周知徹底を図る。 

（２）虐待防止のための指針を整備する。 
（３）虐待を防止するための定期的な研修を実施する。 
（４）前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。 

(褥瘡対策等) 

第１９条　当施設は、利用者に対し良質なサービスを提供する取り組みの一つとして、

褥瘡が発生しないような適切な介護に努めるとともに、褥瘡対策指針を定め、その発

生を防止する体制を整備する。 

　（業務継続計画の策定等） 

第２０条　当施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護保険施

設サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を

図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い

必要な措置を講ずるものとする。 

２　当施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及 

び訓練を定期的に実施する。 

３　当施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変 

更を行う。 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第２１条　当施設は、安全かつ適切に、質の高い介護・医療サービスを提供するために、

事故発生防止のための指針(別添)を定め、介護・医療事故を防止するための体制を整

備する。また、サービス提供等に事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要

な措置を行う。 



7 
匝瑳市介護老人保健施設　そうさぬくもりの郷

２　施設医師の医学的な判断により、専門的な医学的な対応が必要と判断した場合、協

力医療機関、協力歯科医療機関又は、他の専門的機関での診療を依頼する。 

３　事故発生の防止のための委員会の設置及び従業者に対する定期的な研修を実施す

る。 

４　前３項に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。 

　（衛生管理） 

第２２条　利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲水に供する水について、衛

生的な管理に努め、または衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具

の管理を適切に行う。 

２　感染症が発生し又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防　　 

止のための指針(別添)を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備する。 

（１）当施設における感染症または食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討す　 

る委員会をおおむね 3月に 1 回以上開催するとともに、その結果について、従業者

に周知徹底を図る。 

（２）当施設における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。 

（３）当施設において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のた

めの研修並びに感染症の予防及びまん延防止のための訓練を定期的に実施する。 

（４）「厚生労働大臣が定める感染症または食中毒の発生が疑われる際の対処等に関す

る手順」に沿った対応を行う。 

３　栄養士、管理栄養士、調理師等厨房勤務者は、毎月 1回、検便を行わなければなら

ない。 

４　定期的に、鼠族、昆虫の駆除を行う。 

　（守秘義務及び個人情報の保護） 

第２３条　当施設職員に対して、当施設職員である期間および当施設職員でなくなった　　 

後においても、正当な理由なく、その業務上知りえた利用者又はその家族の個人情報

を漏らすことのないよう指導教育を適時行う。 

（苦情処理） 

第２４条　施設は、別表第２に定める苦情処理に関する相談窓口、処理体制、手順等に

より、入所者からの苦情に迅速にかつ適切に対応するものとする。 

（協力病院） 

第２５条　協力病院は、次のとおりとする。 

（１）協力病院名　国保匝瑳市民病院 

所在地　　匝瑳市八日市場イ１３０４番地 

（２）協力歯科医療機関名　あじさい歯科 

      　　　　　　所在地　　香取郡多古町多古１１０１-１ GRID２０１ 

（会計の区分） 

第２６条　各サービスの会計区分は、その事業ごとの会計区分とする。 
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（その他） 

第２７条　この内規に定める事項のほか、運営に関する事項は、病院事業管理者及び施

設長の協議に基づいて定めるものとする。 

 

　　　附　則 

この内規は、決裁の日から施行する。 

　　　附　則 

この内規は、平成１８年４月１日から施行する。 

附　則 

この内規は、平成１８年８月１日から施行する。 

附　則 

この内規は、平成１９年４月１日から施行する。 

附　則 

この内規は、平成２４年１２月８日から施行する。 

　　　附　則 

この内規は、平成２６年７月１日から施行する。 

附　則 

この内規は、平成２７年２月１日から施行する。 

附　則 

この内規は、令和元年１０月１日から施行する。 

附　則 

この内規は、令和４年７月１日から施行する。 

      附　則 

　この内規は、令和７年１１月１日から施行する。 
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別表第１ 

サービスの利用者及びその他の費用（その１） 

 

サービスの利用者及びその他の費用（その２） 

備考 

　１　日用品費は、口腔ケア物品、入浴用品等である。 

　２　教養娯楽費は、レクリエーションを行う際に必要な材料代並びに雑誌、本及び新

聞代である。 

　３　その他利用者の希望に応じてサービスを提供する場合は、利用者の同意のもとに、

積算根拠を明らかにして、実費相当を負担してもらうものとする。 

　４　利用者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、利用者及び代

理人は、連帯して当施設に対してその損害を賠償するものとします。 

 
区　分 介護保健施設サービス

指定短期入所療養介護

 指定介護予防短期入所療養介護

 

食費

朝　４３０円 

昼　７１０円(おやつ込み) 

夜　５５０円

朝　４３０円 

昼　７１０円(おやつ込み) 

夜　５５０円

 
居住費又は滞在費

個室　　　　　　６１０円 

２人・４人室　　４９０円

個室　　　　　　６１０円 

２人・４人室　　４９０円

 第１１条に定める地域

以外への送迎費用

１ｋｍにつき２００円

 日用品費 ２００円／日 ２００円／日

 教養娯楽費 １００円／日 １００円／日

 理美容代 実費 実費

 
特別な療養室(個室)代

個　室　２，６２０円／日 

２人室　１，５７０円／日

個　室　２，６２０円／日 

２人室　１，５７０円／日

 私物洗濯代 実費

 健康管理費(予防接種) 実費

 
区　分

指定通所リハビリテーション

 指定介護予防通所リハビリテーション

 食費 昼　７１０円(おやつ込み)

 リハビリテーション時間外 実費

 第１１条に定めた地域以外

への送迎費用

１ｋｍにつき２００円

 日用品費 ５０円／日

 教養娯楽費 ５０円／日

 紙おむつ代 実費
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別表第２ 

苦情処理体制 

 

１　利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口（連絡先）、担当者の設置 

 

　　相談・苦情受付窓口担当者　　　支援相談員　片野　浩子 

　　相談・苦情受付窓口連絡先　　　電話番号０４７９（７９）１７６６ 

FAX 番号０４７９（７９）１７６７ 

 

　　苦情受付窓口担当者が不在の場合は、施設ケア部長、施設事務局長の順で苦情を受

けることとする。 

 

２　円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順 

（１）苦情処理の聞き取り、把握 

（２）問題が生じた部署に苦情内容を伝達 

（３）問題が生じた部署での対処の問題点の把握 

（４）施設長等施設の責任者に苦情内容を伝達するとともに、問題が生じた部署での

対処の問題点を伝達する。 

（５）施設としての意思決定（謝罪、事実の伝達・説明、市町村・県への報告等） 

（６）施設における反省事項の整理 

（７）苦情処理台帳への記載 

 

３　施設以外の苦情受付窓口 

　（１）匝瑳市役所高齢者支援課　介護保険班　 

電話番号０４７９（７３）００３３ 

　（２）千葉県国民健康保険団体連合会　介護保険課苦情処理係 

　　　　電話番号０４３（２５４）７４２８ 

　　　　FAX 番号０４３（２５４）００４８


